
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
近年、機械式立体駐車場における一般利用者の死亡や重傷事故、また、児童が亡くなる痛ましい事故が発生し

ていることを踏まえ、この度、国土交通省から機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図ることを目的として

「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」が策定、公表されました。 

本通達を受け、（公社）立体駐車場工業会から上記のガイドラインをお取引先様へ周知するよう要請がありま

したので、ガイドラインの一部を抜粋したものをこの度、ご案内させていただきます。 

また、マンションの駐車場での事故が半数を占めている状況から、消費者庁及び国土交通省、立体駐車場工業

会で作成しました特にマンション等の駐車場における操作時の注意事項（チラシ）を配布させていただきますの

で掲示するなど、ご活用していただき、駐車装置の適正なご利用をお願い申し上げます。 

 

 この度、ご案内させていただきます資料は以下の通りです。 

 
   ①機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの一部抜粋 

・管理者の取り組み 
・利用者の取り組み 

 
   ②機械式立体駐車場での事故に御注意ください！（周知） 
    －特に自分で操作するマンション等の駐車場では気をつけて－ 
 

③「機械式立体駐車場での事故に御注意ください！」のチラシ 
 

 
このＳｈｉｎＭａｙｗａパーキングシステムガイドは、駐車場を安全・快適にご利用いた

だくために、特にお伝えすべき情報やこれまでの経験、ノウハウを含めた保守・取

扱い管理及び万一のトラブル対応、さらにはリニューアルのご案内をいたします。 

駐車場については、どんなことでも弊社にご相談ください。 

ご意見、ご質問については、弊社お客様センターにお問合せください。 

 



機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン 
 

 

・利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明等を徹底すること。 

また、これらに関する説明等を受けた者に対して利用を許可すること。 

・不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作をすること。 

・「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示すること。 

・装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、使用

頻度等に応じて、１～３ヶ月以内に１度を目安として、専門技術者による点検を受けること。 

・装置の安全性を阻害する改造等は決して行わないこと。 

・事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事故等があった場合には、警察、消防のほか、製造

者、メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等にすみやかに連絡し、記録を残すこと。 

・上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、装置の視認しやすい場所に、管理責

任者を明示すること。また、具体的な実施方法等について文書に定め、利用者等が閲覧できるようにす

ること。 

・上記事項に係る業務をメンテナンス業者へ委託する場合には、当該業務の実施主体（責任者）、具体的

な実施方法等について契約等において別途定め、明らかにすること。 

 

 

・ひとたび事故が生じた場合には重大事故等に繋がることを再認識した上で、利用を行うこと。 

・他人の鍵等を使用して操作を行わないこと。 

・ボタン押し補助器具等の不適切な器具を決して使用しないこと。 

・センサー等の設備に委ねることなく、装置内に人がいないことの確認を自ら徹底して行うこと。 

・運転者以外は乗降室の外で乗降すること。やむを得ず幼児等を同乗させたまま入庫する場合には、乗降

室から同乗者が退出したことを必ず自ら確認の上、装置を操作すること。 

・乗降室内に長時間留まらないこと。また、荷物の積み下ろしは乗降室の外で行うこと。 

・保護責任者は、子供が装置に悪戯に近づかないように細心の注意を払うこと。 

・取扱説明等を受けていない者に対して、操作を委ねないこと。 

・酒気を帯びた者は、装置を取り扱わないこと。 

 

 

平成 26 年 3 月 国土交通省 機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン 抜粋 

管理者において取り組むべき安全対策 

取扱者において取り組むべき安全対策 



 

 

 

平成 26 年３月 28 日 
 

機械式立体駐車場での事故に御注意ください！（周知） 
－特に自分で操作するマンション等の駐車場では気を付けて－ 

 

機械式立体駐車場での事故について、消費者庁及び国土交通省では、平成 24 年

５月及び８月に、利用者に向けて注意喚起を行いましたが、その後も利用者が機械

に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。機械式立体駐車場では車を載せて

動かすために大きな力が働くので、ひとたび事故が生じた場合には、重大事故につ

ながる危険性があります。 

機械式立体駐車場での事故を防ぐには、製造者、設置者及び管理者における駐車

装置の安全性の確保はもとより重要ですが、利用者においても細心の注意を払って

御利用いただくことが重要です。特に、マンション等の駐車場において自分で駐車

装置を操作するときに、利用される皆様の安全を確保するために注意していただき

たいことをお知らせします。 
 

機械式立体駐車場における利用者等の死亡・重傷事故は、平成 19 年度以降、少な

くとも 26 件（うち死亡 10 件）発生しており、子どもが亡くなる痛ましい事故も３件

発生しています。また、マンションの駐車場での事故が半数を占めるなど、利用者が

自分で駐車装置を操作するときに多くの事故が発生しています。 

 

機械式立体駐車場での事故を防ぐには、製造者、設置者及び管理者における駐車装

置の安全性の確保はもとより重要ですが、利用者におかれても、駐車装置を操作する

際にまず装置の中に人がいないことを確認するなど、十分に注意をして御利用いただ

くことが重要です。 

 

このため、国土交通省では、事故の再発防止を図る観点から、「機械式立体駐車場

の安全対策に関するガイドライン」を策定・公表し、機械式立体駐車場に関わる製造

者、設置者、管理者及び利用者に向けて、安全確保と安全利用を要請しています（URL：

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000022.html）。 

 

さらに、消費者庁及び国土交通省では、本ガイドライン等を基に、特にマンション

等の駐車場において、自分で駐車装置を操作する時に注意していただきたいことを、

別添のとおりまとめましたので、機械式立体駐車場を利用する際に御確認ください。 
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＜本件に関する問合せ先＞ 

消費者庁消費者安全課 

河岡・須藤・小原 

TEL：03(3507)9201（直通） 

FAX：03(3507)9290 

URL：http://www.caa.go.jp/ 

国土交通省都市局 

街路交通施設課 大坪・小山

TEL：03(5253)8416（直通）

FAX：03(5253)1592 

URL：http://www.mlit.go.jp/

公益社団法人 

立体駐車場工業会 門田 

TEL：03(5542)0733 

FAX：03(5542)0735 

URL：http://www.ritchu.or.jp/




